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 かねてよりミャンマーにおいては汚職が後を絶たないとされていた 1反面、贈答文化を有する国であることから、禁止される贈賄

と許容される贈答の区別が難しいとされており、2013 年に制定された汚職防止法においても、許容される贈答品や金額基準等の

線引きは設けられていませんでした。 

 

 2015 年の総選挙により政権与党となった NLD はそのマニフェストにおいても汚職のない社会の創設のために必要な措置を講

じることを謳っていましたが、今般、ミャンマーの大統領府は、2016 年 4 月 1 日付で、贈答品の受領に関する指示書(以下、｢贈答

品指示書｣といいます。)を発表しました。贈答品指示書は、全 9 項の短いものではありますが、具体的な金額基準を設けるなど、

同国における汚職防止の運用上極めて重要な意義を有するものであると思われます。 

 

 まず、贈答品指示書は、ミャンマーにおける汚職の存在を認めたうえでその社会秩序に対する悪影響に対応をする必要がある

とし(第 1 項)、指示書の目的は認められる贈答とそうでないものを区別するためである旨定めています(第 2 項)。 

 

 贈答品指示書は、｢贈答品｣を、｢金銭及び価値のあるものを含む金、銀、航空券、無料の宿泊、無料の食事、会食、ゴルフのメ

ンバーシップフィーなどが含まれる。｣と定義した上で(第 3 項)、基本方針として、政府のメンバー、政府が設立した委員会、組織の

メンバー及び公務員が、自己の役職のために贈与されると推測される組織/個人より送られた贈答品を受け取ることを禁じていま

す(第 4 項)。 

 
 禁止される贈答品の贈与の主体としては、以下の者が列挙されています(第 5 項)。 

 

(ア) 自己 2の役職及び権限による何らかの利得行為を求める組織/個人 

(イ) 自己が責任を有する組織、監督する組織と経済的事業を行っている、行うことを企図している組織/個人 

(ウ) 自己の職務に基づく何らかの作為により利益を得る組織/個人 

(エ) 自己の職務に基づく何らかの不作為により利益を得る組織/個人 

                                                   
1  Transparency International(http://www.transparency.org/)の Corruption Perceptions Index 2015 によると、汚職度を示すランキングにおいて 167 カ国中 147 位とされ

ています。 

2 贈答品の受領の主体となる公務員等を指すものと思われます。以下同じです。 
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 その上で、受領が許可される例外として、以下の贈答品が金額基準等とともに示されています(第 6 項)3。 

① その価格が 2 万 5 千チャット 4を超過しない贈答品(但し、ある組織・個人から受領した贈答品は 1 年あたり 10 万チャットを

超過してはならない) 

② 自己の正式な役職のためではなく、家族関係、個人的な関係により贈与された贈答品(但し、贈答品は第 5 項により禁止さ

れている贈答品であってはならない) 

③ 年に一度の宗教的な特別の日に敬意を表すものとして贈与される 10 万チャットを超過しない贈答品(例として、タディンジュ

と呼ばれる 10 月の仏教の記念日に敬意を表すために送られる品物、クリスマスプレゼントが挙げられています) 

 

 また、受領してはならない贈答品を贈られた場合には、①返却、②受領する場合にはその市場価格を贈与者に与える、③日持

ちしないもの(果物、花)については局内のメンバーに配布するという対応をすることと定められています(第 7 項)。 

 

 最後に、一般的な規定として、以下が定められています(第 9 項)。 

① 贈答品の直接的・間接的な要求禁止 

② 自己の職務に影響すると推測される事項に係る贈答品の受領禁止 

③ 受領可能な贈答品の繰り返しの受領禁止 

④ 贈答品の受領・拒絶いずれの場合も上司への報告義務 

⑤ 大統領・副大統領に対して提供された贈答品の大統領府大臣への報告義務 

 

 以上が、贈答品指示書の内容ですが、規定相互間で整合性が必ずしも取れていないように思われる箇所、文意が明確でない

箇所もあるため、その実際の運用については今後も引き続き注視することが望ましいでしょう。 

 

 なお、贈答品指示書には罰則の規定はなく、また、その記載は、贈答品の受領の主体となる公務員等をその名宛人としており、

贈与者に対する行為の禁止、罰則等の記載はありませんが、他の贈収賄禁止規制の解釈基準にもなる可能性もあるため、贈答

品の贈与側も十分な配慮が必要になるものと思われます。 
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3 なお、外国政府からの贈答品については、一定の例外を設けて許容されています(第 8 項)。具体的には、①40 万チャットを超えないもの、②正式な業務のための出張

費用(飛行機代、生活費)、③奨学金、④医療費が挙げられています。また、これらに該当しないが、当該贈答品の受領を拒否することで両国の友好を害する場合には、

受領した上で当該贈答品を省庁に預けなければならないものとされています。 

4 2016 年 4 月 6 日現在で約 2300 円 
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当事務所のアジアプラクティスは、日本とベトナム、インドネシア、シンガポール、フィリピン、タイ、マレーシア、ラオス、カンボジア、ミャンマー、イン

ド、中国、台湾、香港、韓国等を含むアジア諸国との間の、国際取引を幅広く取り扱っております。例えば、一般企業法務、企業買収、エネルギー・天然資源関

連、大型インフラ、プロジェクト・ファイナンス、知的財産権、紛争処理、進出及び撤退等の取引について、同地域において執務経験のある弁護士が中心とな

り、同地域のビジネス及び法律実務を熟知した、実践的な法律サービスの提供を行っております。本ニューズレターは、クライアントの皆様のニーズに即応すべ

く、同地域に関する最新の情報を発信することを目的として発行しているものです。 
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